
島根県がん対策推進計画の中間評価について 

 
１ 実施年度 

   平成２７年度（計画期間の中間年） 
 
２ スケジュール 

 H26 年度  各部会で計画の見直しが必要な事項があれば検討 
 
 
 H27.当初  第１回がん対策推進協議会 

・中間評価（素案）を提示 
       ・素案に対する意見聴取 
 
 
  協議会後 各部会で中間評価（素案）を検討 
       ・数値目標の評価、評価に基づき目標数値の変更等の検討 
       ・新たな数値目標の検討 
       ・数値目標及び取り組み状況に基づく総合的な評価 
       ・総合的な評価に基づく今後の対応 
 
 
 H27.秋   第２回がん対策推進協議会 
       ・中間評価（最終案） 
         協議会の了承を得て策定 
 
   策定後 中間評価に基づき必要に応じ計画を見直し 
 
       中間評価を基に、平成２９年度策定の次期計画に向けて内容の

検討 
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